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① 八戸市弓道場に係る一切の業務 

② 長根屋内スケート 場に係る一切の業務 

③ 八戸市体育館の解体撤去業務 

④ 新八戸市体育館供用開始後の八戸市体育館の維持管理業務及び運営業務 

 

( 8)  事業方式 

PFI 事業者が、 設計業務、 建設業務及び工事監理業務を 行っ た後、 その所有権を 市

に移転し た う え で 、 維持管理業務及び運営業務等を 行う BTO（ Bui l d-Tr ansf er -

Oper at e） 方式と する 。  

 

( 9)  事業期間 

本事業の事業期間は令和８ 年度から 令和 27 年度までと し 、 その内訳は以下のと お

り と する 。  

※八戸市体育館の維持管理業務及び運営業務については、 令和 11～13 年度のみ実施 

 

( 10)  公の施設の設置及び管理等について 

① 設置及び管理に関する条例 

新八戸市体育館は、 地方自治法（ 昭和 22 年法律第 67 号） 第 244 条第１ 項の規定

によ る公の施設と し て整備する ため、 その設置及び管理に関する事項は、 別途条例

で定める。  

② 指定管理者の指定 

維持管理業務及び運営業務においては、 PFI 事業者を 地方自治法第 244 条の２ 第

３ 項の規定による指定管理者と し て指定する こ と を 予定し ている。  

 

( 11)  PFI  事業者の収入 

本事業の PFI 事業者の収入は以下のと おり と し 、 詳細は募集要項等において示す。  

① 解体撤去業務、 設計業務、 建設業務、 工事監理業務及び運営準備業務に係る 対価 

解体撤去業務、 設計業務、 建設業務、 工事監理業務及び運営準備業務に係る対価

は、 事業契約においてあら かじ め定める額を 市が PFI 事業者に支払う 。  

② 維持管理業務、 運営業務及び統括管理業務に係る対価 

内容 期間 

解体撤去業務の期間 令和８ 年度～13 年度 

設計業務及び建設業務の期間 令和８ 年度～13 年度 

維持管理業務及び運営業務の期間 

（ 整備対象施設）  
令和 13 年度～27 年度 

維持管理業務及び運営業務の期間 

（ 整備対象施設を 除く 維持管理・ 運営対象施設）  
令和 11 年度～27 年度 

○事業期間について 

事業者アン ケート 等を 踏まえた事業手法検討によ り 設定 

整備期間（ 解体・ 設計・ 建設）： 5 年 

維持管理・ 運営期間： 15 年 

※参考意見 

整備期間： 労働時間規制（ 4 週 8 閉所） を 考慮し た適切な工期の確保 

 維持管理・ 運営： 大規模修繕が発生し ない期間（ 10～15 年程度）  
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  土木工事共通仕様書（ 青森県県土整備部）  

  設計業務共通仕様書（ 青森県県土整備部）  

  測量業務共通仕様書（ 青森県県土整備部）  

  地質・ 土質調査業務共通仕様書（ 青森県県土整備部）  

  その他関連する建築学会等の基準・ 指針等 

  その他青森県、 市が定める基準・ 指針・ 計画等 

 

( 13)  本事業の実施に当たり 配慮を 求める事項 

PFI 事業者は、 本事業の実施に当たり 、「 八戸市体育館の建て替えに関する基本計

画」 の「 ７  建て替えに向けて配慮すべき 事項」 に記載の（ １ ） ～（ ６ ） に配慮する

こ と 。  

また、 本事業の事業期間中は、 必要な資器材・ 飲食物・ 消耗品等を 市内の民間事業

者から 調達する など、 地域経済の振興に配慮する こ と 。  

加えて、 こ れまで施設が培っ た市民や市内外の利用団体と の信頼関係を 損なう こ

と が無いよう に十分配慮し た施設運営を行いつつ、イ ベント の実施等を 通じ 、公園全

体のにぎわい創出に貢献する こ と 。  

 

２ ． 特定事業の選定及び公表に関する 事項 

( 1)  特定事業の選定基準 

市は、本事業を PFI 法に基づく 特定事業と し て実施するこ と で、事業期間全体を通

じ た市の財政負担の縮減が期待でき る 場合、または、市の財政負担額が同一の水準に

ある 場合において公共サービ スの水準の向上が期待でき る 場合に、 本事業を 特定事

業に選定する。  

 

( 2)  特定事業の選定方法 

市の財政負担の見込み額の算定に当たっ ては、 将来の費用と 見込まれる 財政負担

の総額を 算出のう え、 こ れを 現在価値に換算する こ と により 評価する。  

公共サービスの水準の評価は、でき る限り 定量的に行う こ と と するが、公共サービ

スの水準のう ち 定量化が困難な場合には、 客観性を 確保し た上で定性的な評価を 行

う 。  

 

( 3)  特定事業の選定結果の公表 

市は、本事業を 特定事業と し て選定し た場合には、その結果を 評価内容と あわせて、

市のホームページにて公表する。  

なお、 特定事業の選定を 行わないこ と と し た場合も 、 同様に公表する。  

 

  

○特定事業の選定 

実施方針の公表後、 PFI 事業と し て実施するこ と が適切であるかどう か評価を

行い、 適切であると 認める 事業について、 PFI 事業と し ての実施を 決定 

⇒VFM算定 
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I I ． 民間事業者の募集及び選定に関する事項 

 

１ ． 民間事業者の募集及び選定方法 

本事業の目的を 達成するための手法や要求水準等の設定にあたり 、 民間事業者に対

し 、 事業スキーム、 資金調達スキーム、 運営方法等多面的な観点から 幅広い提案を 求め

る必要がある。 し たがっ て、 市は、 公平性・ 透明性・ 競争性の確保に留意し たう えで、

競争的対話方式を 活用し た公募型プロ ポーザル方式によ り 優先交渉権者を 選定するも

のと する。  

 

２ ． 民間事業者の募集・ 選定スケジュ ール 

民間事業者の募集・ 選定スケジュ ールは、 下表のと おり と する。  

日程 内容 

令和７ 年３ 月 実施方針（ 案） 等の公表 

令和７ 年４ 月 実施方針（ 案） 等に関する説明会の開催 

令和７ 年５ 月 実施方針（ 案） 等に関する質問等の締め切り  

令和７ 年６ 月 

実施方針（ 案） 等に関する質問等への回答 

実施方針等の公表 

実施方針等に関する説明会の開催 

令和７ 年７ 月 実施方針等に関する質問等の締め切り  

令和７ 年８ 月 実施方針等に関する質問等への回答 

令和７ 年９ 月 特定事業の選定・ 公表 

令和７ 年 11 月 募集要項等の公表及び説明会の開催 

令和７ 年 12 月 募集要項等に関する質問等の締め切り  

募集要項等に関する質問等への回答（ 参加資格関係）  

参加表明書及び参加資格確認書類の受付 

令和８ 年１ 月 募集要項等に関する質問等への回答（ 参加資格関係以外）  

令和８ 年２ 月 競争的対話の実施 

令和８ 年４ 月 提案審査書類の受付 

令和８ 年５ 月 提案審査書類の審査 

令和８ 年６ 月 優先交渉権者の決定 

令和８ 年７ 月 選定事業者と の基本協定の締結 

令和８ 年８ 月 PFI 事業者と の事業仮契約の締結 

令和８ 年９ 月 PFI 事業者と の事業本契約の締結 

 

  

市だけでは事業目的やニーズを 満たすこ

と ができ る要求水準の設定が困難 

提案を受け付ける 前に、 提案内容の確認や交渉を行う  

対話の結果、 要求水準の内容を 調整する場合あり  
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３ ． 募集手続等 

( 1)  実施方針（ 案） 等に関する説明会の開催 

実施方針（ 案） 等を公表し た事実を 周知すると と も に、 本事業に対する民間事業者

の参入促進のため、 実施方針（ 案） 等に関する説明会を開催する。  

○日時： 令和７ 年４ 月下旬   

○会場： 八戸市内 

 

( 2)  実施方針（ 案） 等に関する質問・ 意見の受付 

① 受付期間 

令和７ 年５ 月下旬 

② 提出方法 

実施方針（ 案） 等に関する 質問又は意見がある 者は、 その内容を 簡潔にまと め、

市が指定する 質問・ 意見書にそれぞれ記入し 、 質問・ 意見書を 添付フ ァ イ ルと し 、

電子メ ールにより 送信（ 送信後には電話で受信確認） するこ と 。  

③ 提出及び連絡先 

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目１ 番１ 号 

八戸市 観光文化スポーツ部 スポーツ振興課 

電子メ ールアド レス： spor t sshi nkou@ci t y. hachi nohe. aomor i . j p 

電話： 0178-43-9159（ 直通）  

 

( 3)  実施方針（ 案） 等に関する質問・ 意見への回答 

市は、質問・ 意見及びその回答を、令和７ 年６ 月中に市のホームページで公表する。

（ 質問・ 意見は、 質問・ 意見者名を 伏せたう えで要旨を 掲載する 予定だが、 その内容

は基本的に公開さ れるため、 その点を 承知し たう えで質問・ 意見を行う こ と ）  

 

( 4)  実施方針等の公表 

市は、 ( 3) の民間事業者から の質問・ 意見を踏まえ、 実施方針等を令和７ 年６ 月中

に市のホームページで公表する。  

 

( 5)  実施方針等に関する説明会の開催 

実施方針等を 公表し た事実を 周知すると と も に、 本事業に対する民間事業者の参

入促進のため、 実施方針等に関する説明会を開催する。  

○日時： 令和７ 年６ 月下旬 

○会場： 八戸市内 

 

( 6)  実施方針等に関する質問・ 意見の受付 

① 受付期間 

令和 7 年 4 月 30 日 

令和 7 年 5 月 30 日（ 金） 17 時まで 

6 月以降の情報は随時、 市ホームページでお知ら せし ます。  
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の議決を 経た後に本契約を 締結する。  

 

４ ． 応募者が備えるべき 参加資格要件 

( 1)  応募者の構成 

① 応募者は複数の企業から 構成さ れる 企業グループである こ と と し 、 設計業務を

実施する 企業（ 以下「 設計企業」 と いう 。）、 建設業務を実施する企業（ 以下

「 建設企業」 と いう 。）、 工事監理業務を 実施する 企業（ 以下「 工事監理企業」

と いう 。）、 維持管理業務を 実施する企業（ 以下「 維持管理企業」 と いう 。）、 及

び運営業務を 実施する企業（ 以下「 運営企業」 と いう 。） から 構成さ れるも のと

する 。  

② 応募者を 構成する 企業（ 以下「 構成員」 と する 。） のう ち、 ( 2) ②アから オまで

の複数の要件を 満たす企業は、 当該要件を 満たす複数の業務を 実施する こ と が

でき る 。 ただし 、 建設企業と 工事監理企業については、 同一の企業が兼ねるこ

と ができ ないも のと する。  

③ 構成員は、 議決権の保有割合に応じ て、 以下のと おり 分類さ れるも のと する。  

ア PFI 事業者に出資のう え最大の議決権を 保有し 、 かつ、 PFI 事業者から 直接

業務を 受託又は請け負う 企業（ 以下「 代表企業」 と いう 。）。  

イ  PFI 事業者に出資のう え議決権を 保有し 、 かつ、 PFI 事業者から 直接業務を

受託又は請け負う 企業（ 以下「 構成企業」 と いう 。）。  

ウ PFI 事業者の議決権を 保有し ないも のの、PFI 事業者から 直接業務を 受託又

は請け負う 企業（ 以下「 協力企業」 と いう 。）。  

エ PFI 事業者の議決権を 保有せず、建設企業から 工事を 請け負う 建設企業（ 以

下「 特定建設企業」 と いう 。）。  

④ 代表企業は、 応募者を 代表し て応募手続き を行う も のと する。  

⑤ 市内に本店を 有する企業を 代表企業、構成企業、協力企業のいずれかに含める も

のと する 。  

⑥ 代表企業、構成企業及び協力企業は、同時に他の応募者の構成員と なる こ と はで

き ないも のと する。  

⑦ 構成員には、市内に本店を有する 電気工事を 請け負う 企業及び管工事を請け負う

企業を 含めるも のと する。  

 

( 2)  応募者の資格要件 

① 共通の要件 

構成員は、 いずれの者も 、 以下に掲げる全ての事項を 全て満たすも のと する。  

ア 地方自治法施行令第 167 条の４ の規定に該当し ない者であるこ と 。  

イ  PFI 法第９ 条各号に該当し ない者であるこ と 。  

ウ 会社更生法に基づく 更生手続開始、 民事再生法に基づく 再生手続開始又は破
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② 個別の要件 

ア 設計企業 

設計企業は、市内に本店のある企業を １ 者以上含むよ う 努めるこ と と し 、次の要

件を 全て満たすこ と 。  

なお、 複数の者で実施する 場合は、 少なく と も １ 者は（ ア） から（ ウ） の全ての

要件を 満たし 、 他の者は（ ア） 及び（ イ ） の要件を 満たすこ と 。  

( ア)  募集要項等公表年度における「 八戸市建設工事等競争入札参加資格者名簿」

の登録者であるこ と 。  

( イ )  建築士法第 23 条の規定に基づく 一級建築士事務所と し て登録さ れているこ

と 。  

( ウ)  平成 22 年度以降において、 延床面積 5, 000 ㎡以上の公共施設の実施設計業

務及び北海道、 青森県、 岩手県、 宮城県、 秋田県、 山形県、 福島県のいずれ

かにおける延床面積 2, 000 ㎡以上の公共施設の実施設計業務を 元請と し て

完了し た実績を有する こ と 。  

 

イ  建設企業 

建設企業は、 市内に本店のある 企業を １ 者以上含むこ と 。  

なお、 複数の者で実施する 場合は、 少なく と も １ 者は（ ア） から（ エ） の全ての

要件を 満たし 、 他の者は（ ア） から （ ウ） の全ての要件を 満たすこ と 。  

( ア)  募集要項等公表年度における「 八戸市建設工事等競争入札参加資格者名簿」

の登録者であるこ と 。  

( イ )  建設業法第３ 条第１ 項の規定によ る特定建設業の許可を受けている こ と 。  

( ウ)  監理技術者 （ 直接的かつ恒常的な雇用関係（ 提案審査書類の提出日におい

て雇用期間が３ ヶ 月以上経過し ているこ と を いう 。） にある者に限る 。） を 専

任で配置する こ と ができる こ と 。ただし 、参加表明書提出時点において、配

置予定の監理技術者及び主任技術者を 決定でき ないこ と によ り 複数名の候

補者を も っ て、 参加表明を 行う こ と は差支えないも のと する。  

( エ)  平成 22 年度以降において、延床面積 5, 000 ㎡以上の公共施設の建設工事及

び北海道、 青森県、 岩手県、 宮城県、 秋田県、 山形県、 福島県のいずれかに

おける延床面積 2, 000 ㎡以上の公共施設の建設工事を 、 元請と し て完了し

た実績を 有するこ と 。ただし 、共同企業体の構成員と し ての実績は、出資比

率について、 構成員数が２ の場合は 30％以上、 構成員数が３ の場合は 20％

以上、 構成員数が４ 以上の場合は 15％以上の場合に限る。  

 

ウ 工事監理企業 

工事監理企業は、市内に本店のある 企業を １ 者以上含むよう 努めるこ と と し 、次

の要件を 全て満たすこ と 。  
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( ア)  募集要項等公表年度における「 八戸市建設工事等競争入札参加資格者名簿」

の登録者であるこ と 。  

( イ )  建築士法第 23 条の規定に基づく 一級建築士事務所と し て登録さ れているこ

と 。  

( ウ)  建設企業が兼務し ていないこ と 。  

 

エ 維持管理企業 

維持管理企業は、市内に本店のある 企業を １ 者以上含むよう 努めるこ と と し 、次

の要件を いずれも 満たすこ と 。  

なお、 複数の者で実施する 場合は、 少なく と も １ 者は（ ア） から（ ウ） の全ての

要件を 満たし 、 他の者は（ ア） の要件を 満たすこ と 。  

( ア)  募集要項等公表年度における「 八戸市競争入札参加資格者名簿（ 物品の購入

等）」 の登録者である こ と 。  

( イ )  平成 22 年度以降において、 国又は地方公共団体の所管する スポーツ 施設等

の維持管理業務を 継続し て２ 年以上受託し た実績を 有する こ と 。  

( ウ)  その他維持管理に当たり 必要な資格（ 許可、 登録、 認定等） を 有するこ と 。  

 

オ 運営企業 

運営企業は、市内に本店のある企業を １ 者以上含むよ う 努めるこ と と し 、次の要

件を 全て満たすこ と 。  

なお、 複数の者で実施する 場合は、 少なく と も １ 者は（ ア） から（ ウ） の全ての

要件を 満たし 、 他の者は（ ア） の要件を 満たすこ と 。  

( ア)  募集要項等公表年度における「 八戸市競争入札参加資格者名簿（ 物品の購入

等）」 の登録者である こ と 。  

( イ )  平成 22 年度以降において、 国又は地方公共団体の所管する スポーツ 施設の

運営業務を 継続し て２ 年以上受託し た実績を 有する こ と 。  

( ウ)  その他運営に当たり 必要な資格（ 許可、 登録、 認定等） を 有するこ と 。  

 

( 3)  応募に関する 留意点 

① 参加表明書の提出以降において、構成員の変更は認めない。 ただし 、構成員を

変更せざるを 得ないやむを 得ない事情が生じ た場合で、 市が変更を 認めた場

合はこ の限り ではない。  

② 参加資格確認基準日は、参加表明書の受付日と する。 なお、参加資格確認基準

日の翌日から 市によ る優先交渉権者の選定日までの間に、 応募者が参加資格

を 満たさ なく なっ たと 認めら れる 場合は、 市はその時点で当該応募者を 審査

の対象と し ない。  

③ 参加表明書の提出以降、特定建設企業を除く 構成員は、同時に他の応募者の構

 

 


